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○

3,000円以下の手土産は少額物品か

Q:交際費のことでお尋ねします。少額物

品の交付は交際費にならないそうですが、得

意先を訪問する際に、3,000円以雨の手みや

げを持参した場合、交際費としなくてもよい

でしょうか。

A:少額物品の交付が交際費とならないの

は、売上割戻金又は景品として交付する場合

に限られます。

【解説】

少額物品を交付しても交際費に該当しない

のは、次の二つに限られています。

①少額物品の交付の基準が売上割戻し等の

算定基準と同一の場合（措通61の4(1)-4)
②少額物品が景品引換券付販売又は景品付

販売に係る景品として交付され、かつその

種類及び金額が交付する側で確認できる場

合（措通61の4(1)-5)

つまり、売上割戻しとして交付する場合と、

景品引換券付販売等の景品として交付する場
合に限られることになります。

従いまして、得意先を訪問する場合の手み

やげは、①②ともに該当しませんので、3千

円以下のものであっても交際費に該当するこ

とになります。
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